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工事契約時における掛金納付書の提出方法が，次のとおり変更となりましたのでお

知らせします。 

記 

１ 対象工事   

工事請負代金額が１，０００万円以上の工事。 

 

２ 提出方法 

  （１）証紙貼付方式の場合 

     受注者は掛金収納書を「掛金収納書提出用台紙」（様式第033号）に貼付

し，工事契約締結後１ヶ月以内に発注機関に提出。 

  （２）電子申請方式の場合 

     受注者は電子申請専用サイトを利用し退職金ポイント購入時に発行される

「掛金収納書（電子申請方式）」を工事契約締結後４０日以内に発注機関に

提出。 

 

３ 変更理由 

   掛金納付方法に電子申請方式が新たに加わり，これまでの県内発注機関提出

用の「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（様式第OK-04号）は，全国統一

書式が定められ廃止となったため。 

 

 

 

【問合わせ先】工事検査課技術管理室 ☎：086-426-3453 


